
 

 

 

 

２０２２年１２月１６日にプレスリリース、同年１２月２３日に労働組合への提案・社員 

周知というスケジュールで「２０２３年３月ダイヤ改正」施策の内容が示されました。具体

的には、「お客さまのご利用状況にあわせて優等列車の運転区間変更や、朝夕通勤時

間帯の混雑平準化に向けた列車設定の他、中央線・青梅線や青梅線・五日市線の直通

運転増等、中央快速線等へのグリーン車サービスの導入に向けて各線区の輸送体系の

大幅見直しを行う」という内容と同時に、「変革２０２７」の実現に向けて、青梅線青梅～

奥多摩間で中編成ワンマン運転の実施、甲府統括センターの設置、業務のさらなる  

融合と連携に向けた「その他時間」を行路内の一部時間に設定すること等が提案され

ました。 

この「２０２３年３月ダイヤ改正」施策実施により社員の働き方が大きく変化する中で、

今後もＪＲ東日本が提供する鉄道事業が公共交通機関としての役割を果たし続ける為

には、現場で働く社員が安全で安心して働ける労働環境を労使議論により確保してい

くことが必要不可欠です。 

したがって、下記の通り申し入れますので、会社の真摯な回答を要請します。



 


